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勤怠のルール
a. 労働時間・休憩・休日のルール
①勤怠に関する概略

アルバイト

勤務時間 1日の最低勤務時間はありません。

休憩時間
8時間以上の労働（休憩除く） → 60分以上の休憩が必要
6時間以上8時間未満（休憩除く）→ 45分以上の休憩が必要

休日
日曜起算〜⼟曜締めの間で週に2回。
１日は公休（公休出勤の場合、週の労働時間が40時間を超えたら、超えた時間分が残業です）
１日は法定休を必ず登録（法定休日出勤の場合は、休日出勤といいます。）

残業
①1日8時間以上の労働（休憩除く）は残業扱い
②週（日〜⼟）で40時間以上の労働（休憩除く）は残業扱い

正社員・契約社員

勤務時間 1日に8時間労働。8時間未満は給与が控除されます。

休憩時間 8時間の労働（休憩除く） → 60分の休憩が必要

休日
日曜起算〜⼟曜締めの間で週に2回。
１日は公休（公休出勤の場合は残業です）
１日は法定休を必ず登録（法定休日出勤の場合は、休日出勤といいます。）

残業
①1日8時間以上の労働（休憩除く）は残業扱い
②週（日〜⼟）で40時間以上の労働（休憩除く）は残業扱い



勤怠のルール
a. 労働時間・休憩・休日のルール

②1日の労働時間
【アルバイト】 1日の最低勤務時間はありません。
【正社員・契約社員】 8時間労働です。（休日出勤を除く）

③1日の休憩時間
【アルバイト・契約社員・正社員】
6時間以上8時間未満の労働時間︓最低でも45分の休憩が必要
8時間の労働時間︓最低でも60分の休憩が必要

2H 3H 4H 5H 6H1H 7H 8H 9H 10H 時間

アルバイト OK

正社員
契約社員

NG

OK

（例）

正社員
契約社員
アルバイト

OK

2H 3H 4H 5H 6H1H 7H 8H 9H 10H 時間

正社員
契約社員
アルバイト

休憩なし

休憩なし

①、②は8時間未満のため、早退控除が発生します。ご注意ください。
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①〜②は法定休日出勤・公休（所定休日）の場合、8時間未満でも問題ありません。

1

2

休憩 休憩あり4

60分 休憩あり5

45分

①〜②は6時間未満のため、休憩の取得はできません。
③は勤務終了後の休憩となっています。これは禁⽌です。
④は6時間以上8時間未満のため45分の休憩です。（正社員の場合は休日出勤に限る）
⑤は8時間以上の労働のため60分の休憩です。

60分

60分

60分

60分

60分

3 60分 休憩あり

60分

45分

45分

45分

3H勤務

7H勤務

9H勤務

10H勤務

（公休・法定休に出勤した場合）



勤怠のルール

a. 労働時間・休憩・休日のルール
④1週間で必要な休日と取り方
【アルバイト・契約社員・正社員】
日曜起算〜⼟曜締めで、週2回（公休・法休）取得する。
アルバイト、契約社員は週3回以上も可能です。週３回以上の場合、法定休１日、公休２日以上で取得
する。
日曜起算〜⼟曜締めで７日のうち、1日は必ず法定休日を登録すること︕︕
→登録されていない場合休日労働時間の算定ができません。

月曜 火曜 水曜 木曜 ⾦曜日曜 ⼟曜 日曜 月曜 火曜 曜日

アルバイト

（例）

起算 締め 起算

公休 法休1

公休 法休2

公休 法休3

公休法休公休4

①〜④は日〜⼟の間に休日が2回（公休・法休）となっているのでOK

正社員
契約社員

公休 法休1

公休 法休2

公休 法休3

①〜③は日〜⼟の間に休日が2回（公休・法休）となっているのでOK
④〜⑤は日〜⼟の間に3日あるが、そのうち1日が有休もしくは振休のためOK

公休有休公休4

公休振休公休5

起算 締め



勤怠のルール
b. 残業に関するルール

①1日の残業について
【アルバイト・契約社員・正社員】
雇用形態に関係なく、「1日の労働時間（休憩除く）が8時間を超えた分の労働時間」が
“残業時間”としてカウントされます。

アルバイト
契約社員

（例）

起算 締め 起算

8時間

休日

月曜 火曜 水曜 木曜 ⾦曜日曜 ⼟曜 日曜 月曜 火曜 曜日

残業

日曜・火曜・木曜が8時間以上の労働時間となるため、残業時間としてカウントされます。

正社員
契約社員

（例）

起算 締め 起算

8時間

休日

月曜 火曜 水曜 木曜 ⾦曜日曜 ⼟曜 日曜 月曜 火曜 曜日

残業

正社員は1日8時間以上の労働が必要です。
月曜・火曜・水曜が8時間以上の労働のため、残業時間となります



勤怠のルール
b. 残業に関するルール

②週の残業について
【アルバイト・契約社員・正社員】
雇用形態に関係なく、「日曜日〜⼟曜日の間で40時間を超えて働いた場合、超えた分が
“残業時間”としてカウントされます。

アルバイト
契約社員

（例）

起算 締め 起算

8時間
法
定
休
日

月曜 火曜 水曜 木曜 ⾦曜日曜 ⼟曜 日曜 月曜 火曜 曜日

残業

日曜〜木曜までで、労働時間は33時間。⾦曜は9時間の労働のため、33+9＝42時間労働となる。
これは週40時間を2時間超過しているため、2時間分が残業としてカウントされます。

8h

6h

8h 8h

3h

総労働時間

42h

2h

7h

正社員

（例）

起算 締め 起算

8時間
法
定
休
日

月曜 火曜 水曜 木曜 ⾦曜日曜 ⼟曜 日曜 月曜 火曜 曜日

残業

正社員は1日8時間以上の労働が必要です。
日曜〜⼟曜までで労働時間は40時間。⾦曜は休日出勤となり、3時間働くと3時間分が残業としてカウ
ントされます。（休日出勤は8時間労働する必要はありません）

8h 8h 8h 8h 8h

3h

総労働時間

43h

公
休



勤怠のルール
b. 残業に関するルール

③月の残業について
【アルバイト・契約社員・正社員】

雇用形態に関係なく、月の残業時間は45時間超えてはいけません。やむを得ず45時間超えてしまう場合、1
年間（12月1日から翌年11月末日まで）にその回数（45時間超えてしまう回数）は、年6回のみです。
年７回以上、45時間を超えた場合、 “労働基準法違反”です。
また、月の時間外労働時間が45時間を超える場合でも70時間を超える残業は禁止となります。超えてしまう
と“労働基準法違反”となってしまうためご注意ください。
また、労基法改正に伴い、2019年4月1日以降、残業時間（出勤日の8時間超えた時間及び公休出勤時
間の合計）と休日労働時間（法定休日の出勤時間）が平均して１年間のどの２か月、３ヵ月、４か月、５
か月、６ヵ月を⾒ても月80時間を超えてはならないという法律が施⾏されました。

④年間の残業について
【アルバイト・契約社員・正社員】
雇用形態に関係なく、年間残業時間は360時間以内（平均月残業が30時間）に抑えてください。
やむを得ず360時間を超えてしまう場合、690時間（45時間×6ヵ月+70時間×6ヵ月）までが限
度です。この690時間を超えてしまうと“労働基準法違反”となってしまうためご注意ください。

1年間（12月から翌年11月末日）に月の残業
時間が45時間を年6回しか超えては

いけない

月の残業時間が70時間を
絶対に超えてはいけない

月の残業と休日労働
の合計が絶対に超えてはいけない

総労働時間
160時間

月の残業時間
45時間以内

月の残業時間
70時間以内

月の残業時間と法定休日労
働時間の合計が80時間以内

月の残業時間と法定休日労働
時間の合計が100時間以内

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」
「４か月平均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり80時間以内



総残業時間

300h

総残業時間と
法定休日労働時間

総残業時間

600h

総残業時間

700h

360h 690h
絶対に超え
てはいけない

壁

年720時間
複数月平均80時間＊
月100時間未満＊
＊法定休日労働を含む

総残業時間

+法定休日労働時間 720h

勤怠のルール
b. 残業に関するルール
④年間の残業について



c. 休日出勤に関するルール
①休日出勤とは
法休に勤務した場合、休日出勤となります。ただし、給与面では少し違いがあるため以下を確認してください
【アルバイト・契約社員・正社員 対象】

※公休に出勤した時間は休日労働とは言いません。残業です。
休日労働は、法定休日に出勤した時間を言います。

②休日出勤の申請ルール
必ず事前申請をすること。

13日連続勤務とならないよう、法定休日は必ず休日の振替を利用して、
シフトを調整した上で申請してください。
ジョブカンの休暇取得は振休を選択してください。

③振替休日の取得方法
休日の振替とは、事前に出勤日と取得できなかった公休を交換することです。

振替休日は、休日出勤から1か月以内で取得してください。

勤怠のルール

出勤タイミング
（日起算〜⼟締め） 公休・法休 振休・代休の取得 給与利率

週6日勤務（週） 公休 ○ 時給×1.25
＊週40時間以上の労働をした場合

週7日勤務 法休 ○ 時給×1.35

休日出勤する際は、必ず店⻑へ事前に伝えてください。
休日出勤した分は残業時間として計上されます。
自身の残業時間を考慮に入れてシフトを入れてください。

日 月 火 水 木 ⾦ ⼟

出 出 出 出 出 出 法休

出 出 出 出 出 出 法休

出 出 出 出 出 出 法休

出 出 出 出 出 出 法休

出

法休

絶対休む、休ませる。
13連勤以上は禁止︕︕



d. 年次有給休暇（年休）
①年次有給休暇とは
年次有給休暇は、付与される要件に該当した場合に付与されます。
付与日は、入社日から6ヵ月経過後の日付です。
例）⼊社日が4月1日の場合 →年休付与日は10月1日

⼊社日が6月16日の場合 →年休付与日は12月16日
＜付与要件＞

また、2019年4月1日以降に到来する付与日以降は、年休が10日以上付与された社員は、必ず付与日
から1年以内に最低５日間の年次有給休暇を取得しなければなりません。
10日以上付与される社員は、①〜④を満たした社員です。
①管理職を含む正社員
②有期社員のうち、週の所定労働時間が30時間以上の者

③有期社員のうち、週の所定労働時間が30時間未満でかつ、週の所定労働日数が4日以下または年間の
所定労働日数が216日以下の者で、３年６ヵ月経過している者

④有期社員のうち、週の所定労働時間が30時間未満でかつ、週の所定労働日数が3日以下または年間の
所定労働日数が168日以下の者で、５年６ヵ月経過している者

勤怠のルール



勤怠のルール
d. 半休取得に関するルール

①半休制度とは
年次有給休暇を1日ではなく、半日単位で請求できる制度です。こちらは正社員のみが使用できる制度です。
ただし、採用日より6ヶ月以上継続勤務していなければ年次有給休暇は付与されませんので、こちらも同
様の条件です。

②半休取得のルール
原則として3日前までに申請すること
■前半休（勤務前半を休暇、後半から出勤）の場合は休憩分を含めた5時間後より勤務すること
■後半休（勤務前半を出勤、後半から休暇）の場合はシフト開始より4時間勤務すること

申請する場合は30分刻みのシフト申請とする事（ex.11:30⇒○、11:45⇒×）

半休の場合、勤務時間が4時間を超えた分は残業になります

半休該当時間

前半休イメージ

労働時間
0h 9h5h4h

勤務時間

勤務時間

後半休イメージ

労働時間
0h 9h5h4h

半休該当時間

出勤
打刻

退勤
打刻

ジョブカン勤怠 休暇申請時の表示について
ジョブカン表示 所定労働時間 休暇対象の時間 出勤する時間 ジョブカン表示 所定労働時間 休暇対象の時間 出勤する時間

前半休(出勤1100-1500) 6:00-15:00 6:00-11:00 11:00-15:00 後半休(出勤0600-1000) 6:00-15:00 10:00-15:00 6:00-10:00

前半休(出勤1130-1530) 6:30-15:30 6:30-11:30 11:30-15:30 後半休(出勤0630-1030) 6:30-15:30 10:30-15:30 6:30-10:30

前半休(出勤1200-1600) 7:00-16:00 7:00-12:00 12:00-16:00 後半休(出勤0700-1100) 7:00-16:00 11:00-16:00 7:00-11:00

前半休(出勤1230-1630) 7:30-16:30 7:30-12:30 12:30-16:30 後半休(出勤0730-1130) 7:30-16:30 11:30-16:30 7:30-11:30

前半休(出勤1300-1700) 8:00-17:00 8:00-13:00 13:00-17:00 後半休(出勤0800-1200) 8:00-17:00 12:00-17:00 8:00-12:00

前半休(出勤1330-1730) 8:30-17:30 8:30-13:30 13:30-17:30 後半休(出勤0830-1230) 8:30-17:30 12:30-17:30 8:30-12:30

前半休(出勤1400-1800) 9:00-18:00 9:00-14:00 14:00-18:00 後半休(出勤0900-1300) 9:00-18:00 13:00-18:00 9:00-13:00

前半休(出勤1430-1830) 9:30-18:30 9:30-14:30 14:30-18:30 後半休(出勤0930-1330) 9:30-18:30 13:30-18:30 9:30-13:30

前半休(出勤1500-1900) 10:00-19:00 10:00-15:00 15:00-19:00 後半休(出勤1000-1400) 10:00-19:00 14:00-19:00 10:00-14:00

前半休(出勤1530-1930) 10:30-19:30 10:30-15:30 15:30-19:30 後半休(出勤1030-1430) 10:30-19:30 14:30-19:30 10:30-14:30

前半休(出勤1600-2000) 11:00-20:00 11:00-16:00 16:00-20:00 後半休(出勤1100-1500) 11:00-20:00 15:00-20:00 11:00-15:00

前半休(出勤1630-2030) 11:30-20:30 11:30-16:30 16:30-20:30 後半休(出勤1130-1530) 11:30-20:30 15:30-20:30 11:30-15:30

前半休(出勤1700-2100) 12:00-21:00 12:00-17:00 17:00-21:00 後半休(出勤1200-1600) 12:00-21:00 16:00-21:00 12:00-16:00

前半休(出勤1730-2130) 12:30-21:30 12:30-17:30 17:30-21:30 後半休(出勤1230-1630) 12:30-21:30 16:30-21:30 12:30-16:30

前半休(出勤1800-2200) 13:00-22:00 13:00-18:00 18:00-22:00 後半休(出勤1300-1700) 13:00-22:00 17:00-22:00 13:00-17:00

前半休(出勤1830-2230) 13:30-22:30 13:30-18:30 18:30-22:30 後半休(出勤1330-1730) 13:30-22:30 17:30-22:30 13:30-17:30

前半休(出勤1900-2300) 14:00-23:00 14:00-19:00 19:00-23:00 後半休(出勤1400-1800) 14:00-23:00 18:00-23:00 14:00-18:00

前半休(出勤1930-2330) 14:30-23:30 14:30-19:30 19:30-23:30 後半休(出勤1430-1830) 14:30-23:30 18:30-23:30 14:30-18:30

前半休(出勤2000-2400) 15:00-24:00 15:00-20:00 20:00-24:00 後半休(出勤1500-1900) 15:00-24:00 19:00-24:00 15:00-19:00

出勤
打刻

退勤
打刻



残業と休日労働の違い


